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埼玉県生活環境保全条例（指定粉じん）
項番号 施設の種類 県 市 計
１ 堆積場 １０１ ４３ １４４

２ ベルトコンベア、
バケットコンベア １,３１８ ４２６ １,７４４

３ 破砕機、摩砕機
（鉱物、岩石、セメント） ８３ ２８ １１１

４ 破砕機（コンクリート） ４２ ２５ ６７
５ 分　級　機 ２８ ０ ２８
６ ふ　る　い ８０ ４２ １２２
７ クリンカクーラー ５ ２ ７

８ ホッパー、
バッチャープラント ２２９ ８８ ３１７

施設数計 １,８８６ ６５４ ２,５４０
（届出事業所数） ２４８ １２３ ３７１

２ 大気関係
（１）ばい煙発生施設設置状況

（２）粉じん発生施設設置状況

（H３１.３.３１現在）

（H３１.３.３１現在）

大気汚染防止法（ばい煙） 埼玉県生活環境保全条例（指定ばい煙）
項番号 施設の種類 県 市 計 項番号 施設の種類 県 市 計

１ ボイラー（小型ボイラーを除く） １,１７３ ９１３ ２,０８６
１ 焙焼炉及び焼結炉 ２９ ２ ３１小型ボイラー １,６７０ ５９５ ２,２６５

２ ガス発生炉及び加熱炉 ０ １ １
３ 焙焼炉及び焼結炉等 １ ０ １

２ 金属溶解炉
（精錬又は鋳造用） ２３ ４ ２７５ 金属溶解炉 １２７ ５４ １８１

６ 金属加熱炉 １３８ １８ １５６
７ 石油加熱炉 ４ ０ ４

３ 焼成炉
（釉薬瓦製造用） ０ ０ ０

９
セメント焼成炉 ７ ０ ７
窯業用溶融炉 ７ ０ ７
その他の焼成炉 １７ １ １８

４ 溶解炉
（銅、鉛、亜鉛の精錬用） ０ ０ ０１０ 反応炉及び直火炉 ３７ １ ３８

１１
骨材乾燥炉 ４０ １６ ５６
その他の乾燥炉 ８９ １１ １００

５ 溶解炉
（鉛の第二次精錬用等） １ ０ １１２ 製鋼用等の電気炉 ３ １ ４

１３ 廃棄物焼却炉 １３９ ７２ ２１１
１４ 銅・亜鉛等精錬用溶解炉 ２ ３ ５

６ 溶解炉
（アルミニウムの二次精錬用） １５ ８ ２３１９ 塩化水素反応施設 ６ ０ ６

２１ 複合肥料等溶解炉 １ ０ １
２４ 鉛精錬用溶解炉 ７ ０ ７

７

廃
棄
物
焼
却
炉

焼却能力
１００kg/時以上 ３６ １３ ４９２５ 鉛蓄電池製造用溶解炉 １６ ０ １６

２９
ガスタービン（常用） ５ ４ ９
ガスタービン（非常用） １５３ ２７２ ４２５ 焼却能力

１００kg/時未満
３０kg/時以上

１４２ ６０ ２０２
３０

ディーゼル機関（常用） ７７ ３１ １０８
ディーゼル機関（非常用） ６５３ ６３２ １,２８５

３１ ガス機関（常用） ８５ ５６ １４１ 焼却能力
３０kg/時未満 ６９５ ３１９ １,０１４ガス機関（非常用） ７ ４ １１

施設数計 ４,４６４ ２,６８５ ７,１４９ 施設数計 ９４１ ４０６ １,３４７
（届出事業所数） １,７７０ １,１４８ ２,９１８ （届出事業所数） ８７９ ３７１ １,２５０

規制対象施設数合計　　８,４９６
（規制対象事業所数　　３,９２８）

大気汚染防止法（一般粉じん）
項番号 施設の種類 県 市 計

１ コークス炉 ０ ０ ０

２ 堆積場 ２０５ １０６ ３１１

３ ベルトコンベア、
バケットコンベア ６９１ ２３４ ９２５

４ 破砕機、摩砕機 １５０ ２７ １７７

５ ふるい １１４ １２ １２６

施設数計 １,１６０ ３７９ １,５３９
（届出事業所数） １９４ ８７ ２８１

規制対象施設数合計　４,０７９
（規制対象事業所数　５６４）

　※　特定粉じん発生施設はありません。



大
気
関
係

02

85

（３）指定炭化水素類発生施設設置状況

（５）有害大気汚染物質規制対象事業所数

（６）埼玉県生活環境保全条例により県が定める粒子状物質排出基準

（４）揮発性有機化合物排出施設設置状況（H３１．３．３１現在）

（H３１.３.３１現在）

（H３１.３.３１現在）

※　使用施設は事業所数を記載しています。

埼玉県生活環境保全条例
項番号 施設の種類 県 市 計

１ 貯蔵用屋外タンク ３ ０ ３

２ 給油用地下タンク １,４０２ ６０５ ２,００７

３ 出荷用ローディン
グアーム ２ ０ ２

４ ドライクリーニン
グ用乾燥機 １５９ ８３ ２４２

５ 製造設備 １,５１７ ６９６ ２,２１３

６ 使用施設　※ ９２ ２２ １１４

施　設　合　計 ３,１７５ １,４０６ ４,５８１

（届出事業所数） ７２５ ３０８ １,０３３

埼玉県生活環境保全条例

項番号 規制対象物質 県 市 計 項番号 規制対象物質 県 市 計
１ アクリロニトリル ３ ５ ８ １０ トリクロロエチレン ２７ １２ ３９
２ エチレンオキシド ６ １ ７ １１ ニッケル化合物 ５１ １４ ６５
３ 六価クロム化合物 ２０ １２ ３２ １２ 砒素及びその化合物 ２ ０ ２
４ クロロエチレン ７ ０ ７ １３ １,３-ブタジエン ０ ０ ０
５ クロロホルム １１ ４ １５ １４ ベリリウム及びその化合物 ０ ０ ０
６ １,２-ジクロロエタン ２ １ ３ １５ ベンゼン １６ ３ １９
７ ジクロロメタン ５０ １９ ６９ １６ ホルムアルデヒド ３６ １１ ４７
８ 水銀及びその化合物 ０ ０ ０ １７ マンガン及びその化合物 ４４ １２ ５６
９ テトラクロロエチレン １２ ７ １９ 合計 ２８７ １０１ ３８８

大気汚染防止法
項番号 施設の種類 県 市 計

１
揮発性有機化合物を溶剤として使
用する化学製品の製造の用に供す
る乾燥施設

１ ０ １

２ 吹付塗装施設 １９ １ ２０
３ 塗装の用に供する乾燥施設 ３６ ０ ３６

４

印刷回路用銅張積層板、粘着テー
プ若しくは粘着シート、はく離紙
又は包装材料の製造に係る接着の
用に供する乾燥施設

７８ １０ ８８

５ 接着の用に供する乾燥施設 ３０ ６ ３６

６ オフセット輪転印刷の用に供する
乾燥施設 ２８ ４ ３２

７ グラビア印刷の用に供する乾燥施設 ６１ ８ ６９

８ 工業の用に供する揮発性有機化合
物による洗浄施設 ２ ０ ２

９ ガソリン、原油、ナフサその他の
揮発性有機化合物の貯蔵タンク ０ ０ ０

施設合計 ２５５ ２９ ２８４

（届出事業所数計） ７５ １２ ８７

粒 子 状 物 質 対 策
自 動 車 の 種 別
（ 車 両 総 重 量 ）

粒子状物質の量の許容限度
測　定　方　法

平成１５年１０月１日から 平成１８年４月１日から

１,７００キログラム以下 ０.０８g/km ０.０５２g/km １０・１５モード

１,７００キログラム超
２,５００キログラム以下 ０.０９g/km ０.０６g/km １０・１５モード

２,５００キログラム超 ０.２５g/kWh ０.１８g/kWh ディーゼル自動車用
１３モード
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（７）県内の次世代自動車普及状況の推移

（８）大気の汚染に係る環境基準及びその評価方法
　ア　環境基準

車　　　　　種 平成２６年３月末 平成２７年３月末 平成２８年３月末 平成２９年３月末 平成３０年３月末

電 気 自 動 車 １,６９４ ２,５０１ ２,９３９ ３,４６７ ４,３０２

プラグインハイブリッド自動車 １,４４０ ２,３１１ ３,０４４ ３,７０５ ５,４３７

天 然 ガ ス 自 動 車 ３０ １９ １４ ８ ３

メ タ ノ ー ル 自 動 車 １ １ １ １ １

ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 ２００,４２３ ２４４,５７４ ２８９,４５４ ３３９,７１３ ３８７,５３９

燃 料 電 池 自 動 車 ４ ７ ４４ １２８ １６４

合 計 ２０３,５９２ ２４９,４１３ ２９５,４９６ ３４７,０２２ ３９７,４４６

物　質 環境上の条件 告示年月日

二 酸 化 硫 黄
（SO２）

１時間値の１日平均値が０.０４ppm以下であり、かつ、
１時間値が０.１ppm以下であること。 昭和４８年５月１６日

二 酸 化 窒 素
（NO２）

１時間値の１日平均値が０.０４ppmから０.０６ppmまで
のゾーン内又はそれ以下であること。 昭和５３年７月１１日

一 酸 化 炭 素
（CO）

１時間値の１日平均値が１０ppm以下であり、かつ、
１時間値の８時間平均値が２０ppm以下であること。 昭和４８年５月８日

光化学オキシダント※１

（Ox） １時間値が０.０６ppm以下であること。 昭和４８年５月８日

浮遊粒子状物質※２

（SPM）
１時間値の１日平均値が０.１０mg/㎥以下であり、か
つ、１時間値が０.２０mg/㎥以下であること。 昭和４８年５月８日

微小粒子状物質※３

（PM２.５）
１年平均値が１５μg/㎥以下であり、かつ、１日平
均値が３５μg/㎥以下であること。 平成２１年９月９日

（貨物・特種・軽自動車・自動二輪を除く／（一財）自動車検査登録情報協会統計）

※１　光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性
物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。

※２　浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が１０μm以下のものをいう。
※３　微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が２.５μmの粒子を５０％の割合で分離できる分

粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
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（９）環境基準達成状況（平成30年度）

　イ　環境基準の評価方法（要約）

物　　　質 評　　　価　　　方　　　法

二 酸 化 硫 黄
一 酸 化 炭 素
浮遊粒子状物質

長 期 的 評 価
（１日平均値の２％除外値）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち高い方から数えて２％の範
囲にある測定値を除外した後の最高値を環境基準と比較して評価を行う。た
だし、環境基準を超える日が２日以上連続した場合には、非達成と評価する。
なお、１日平均値の評価に当たっては、１時間値の欠測（異常値を含む）が
１日（２４時間）のうち４時間を超える場合には評価の対象としない。（以下
同じ）

二 酸 化 窒 素 長 期 的 評 価
（９８％値評価）

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目
（１未満の端数は切り上げ。以下同じ）に当たる値を環境基準と比較して評
価を行う。

微小粒子状物質 長 期 的 評 価

長期基準（１年平均値）に関する評価は、測定結果の１年平均値を長期基準
と比較する。短期基準（１日平均値）に関する評価は、１年間の測定を通じ
て得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目に当たる値を短期基
準と比較する。長期基準と短期基準の両方を満足した局について、環境基準
が達成されたと評価する。

二 酸 化 硫 黄
一 酸 化 炭 素
光化学オキシダント
浮遊粒子状物質

短 期 的 評 価 連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間につい
て環境基準と比較して評価を行う。

　（注）この環境白書では、二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については長期的評価で記述している。

物　　　　　質 測定局区分 有効局数※ 達成局数 非達成局数 達成率（％）

二 酸 化 硫 黄
一般環境大気測定局 ２８ ２８ ０ １００
自動車排出ガス測定局 ３ ３ ０ １００

二 酸 化 窒 素
一般環境大気測定局 ５４ ５４ ０ １００
自動車排出ガス測定局 ２５ ２５ ０ １００

一 酸 化 炭 素
一般環境大気測定局 ６ ６ ０ １００
自動車排出ガス測定局 ８ ８ ０ １００

光化学オキシダント 一般環境大気測定局 ５６ ０ ５６ ０

浮遊粒子状物質
一般環境大気測定局 ５６ ５６ ０ １００
自動車排出ガス測定局 ２５ ２５ ０ １００

微 粒 子 状 物 質
一般環境大気測定局 ４８ ４８ ０ １００
自動車排出ガス測定局 １７ １７ ０ １００

※　有効局とは、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については、年間の測定時間が６０００時間以上の
測定局のことをいう。
　　光化学オキシダントについては、昼間（５時から２０時まで）の測定時間が１時間以上の測定局をいう。微小粒子状物
質については有効測定日数が２５０日以上の測定局をいう。

（１0）大気汚染常時監視局・測定結果一覧（平成30年度）
　ア　一般環境大気測定局

測定局 測定場所

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント

浮遊粒子状
物質 微小粒子状物質
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（ppm） ※ （ppm） ※ （ppm） ※ （ppm） ※ （mg/㎥） ※ （μg/㎥）（μg/㎥） ※
さいたま市役所 市 役 所 ０.００７ ○ ０.０３４ ○ ０.５ ○ ０.１４４ × ０.０４０ ○ １１.５ ２８.８ ○ 政
さいたま市根岸 根岸東児童公園 ０.１４３ × ０.０４７ ○ 政
さいたま市大宮 大 宮 小 学 校 ０.００２ ○ ０.０３４ ○ ０.１３７ × ０.０３６ ○ １１.０ ２５.５ ○ 政
さいたま市宮原 宮 原 中 学 校 ０.０３２ ○ ０.１３４ × ０.０４６ ○ １２.２ ２８.６ ○ 政
さいたま市春里 春 里 中 学 校 ０.１４７ × ０.０３７ ○ 政
さいたま市指扇 指 扇 小 学 校 ０.００３ ○ ０.０３１ ○ ０.１３２ × ０.０３８ ○ 政
さいたま市片柳 片 柳 中 学 校 ０.０３２ ○ ０.１５７ × ０.０３９ ○ １２.０ ２９.２ ○ 政
さいたま市岩槻 市 所 有 地 ０.０３１ ○ ０.１４２ × ０.０４６ ○ 政
さいたま市城南 城 南 中 学 校 ０.００２ ○ ０.０３４ ○ ０.１４８ × ０.０４３ ○ １２.１ ２８.５ ○ 政
川 越 市 川 越 市 所 有 地 ０.００２ ○ ０.０３３ ○ ０.１３７ × ０.０３３ ○ １２.３ ２９.１ ○ 政
川 越 市 高 階 歌声の杜公園 ０.０３１ ○ ０.１３５ × ０.０３３ ○ ９.５ ２４.５ ○ 政
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測定局 測定場所

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント

浮遊粒子状
物質 微小粒子状物質
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（ppm） ※ （ppm） ※ （ppm） ※ （ppm） ※ （mg/㎥） ※ （μg/㎥）（μg/㎥） ※
川越市霞ケ関 伊勢原第５緑地 ０.０３１ ○ ０.１３１ × ０.０４５ ○ ９.２ ２４.５ ○ 政
熊 谷 市 役 所 ０.００２ ○ ０.０２３ ○ ０.４ ○ ０.１２１ × ０.０３９ ○ １１.７ ２７.４ ○ 県
熊 谷 妻 沼 東 妻沼中央公民館 ０.０２５ ○ ０.１２３ × ０.０４１ ○ １３.９ ３０.８ ○ 県
川口市横曽根 西 中 学 校 ０.０３４ ○ ０.０３７ ○ 政
川 口 市 南 平 領家第一公園 ０.００３ ○ ０.０４１ ○ ０.１４８ × ０.０４２ ○ １３.７ ３３.９ ○ 政
川 口 市 新 郷 新 郷 浄 水 場 ０.０３５ ○ ０.１５３ × ０.０４２ ○ 政
川 口 市 芝 樋ノ爪児童公園 ０.０３６ ○ ０.１５４ × ０.０３７ ○ １２.２ ３２.５ ○ 政
行 田 保健センター ０.０２２ ○ ０.１３６ × ０.０３８ ○ １２.８ ２７.６ ○ 県
秩 父 農林振興センター ０.００４ ○ ０.０１７ ○ ０.１１５ × ０.０３８ ○ １０.７ ２８.８ ○ 県
所沢市東所沢 市 所 有 地 ０.００２ ○ ０.０３４ ○ ０.１３５ × ０.０４３ ○ １１.６ ２７.４ ○ 政
所 沢 市 北 野 市 所 有 地 ０.００２ ○ ０.０２９ ○ ０.１２６ × ０.０４０ ○ １１.２ ２６.２ ○ 政
所 沢 市 中 富 市 民 武 道 館 ０.１３１ × 政
飯 能 県土整備事務所 ０.０１７ ○ ０.１３３ × ０.０４０ ○ １３.２ ３０.０ ○ 県
加 須 水 産 研 究 所 ０.０２９ ○ ０.１３０ × ０.０４３ ○ １４.６ ３２.２ ○ 県
環境科学国際C 環境科学国際センター ０.００１ ○ ０.０２５ ○ ０.１２３ × ０.０５２ ○ １２.６ ３０.４ ○ 県
本 庄 本庄東中学校 ０.００２ ○ ０.０２０ ○ ０.１２１ × ０.０４０ ○ １０.９ ２５.８ ○ 県
本 庄 児 玉 児玉児童公園 ０.０１３ ○ ０.１１４ × ０.０３９ ○ １１.５ ２６.４ ○ 県
東 松 山 五領町近隣公園 ０.０２６ ○ ０.１３０ × ０.０３９ ○ １２.５ ２８.７ ○ 県
春 日 部 谷原第１公園 ０.００３ ○ ０.０３０ ○ ０.１５７ × ０.０４６ ○ １４.３ ３３.２ ○ 県
狭 山 堀 兼 公 民 館 ０.０２７ ○ ０.１３６ × ０.０３８ ○ １３.０ ２９.１ ○ 県
羽 生 中 央 公 園 ０.００２ ○ ０.０２３ ○ ０.１１７ × ０.０３７ ○ １３.９ ３１.２ ○ 県
鴻 巣 市 役 所 ０.００２ ○ ０.０２４ ○ ０.１４１ × ０.０４１ ○ １２.１ ２６.８ ○ 県
深 谷 桜ヶ丘小学校 ０.０１６ ○ ０.１１８ × ０.０３５ ○ １１.８ ２７.７ ○ 県
上 尾 浅間台大公園 ０.００２ ○ ０.０２３ ○ ０.１４１ × ０.０４０ ○ １３.２ ２９.２ ○ 県
草 加 市 西 町 草 加 保 健 所 ０.００３ ○ ０.０４０ ○ ０.６ ○ ０.１４７ × ０.０４７ ○ 市
越谷市東越谷 東越谷第二公園 ０.００４ ○ ０.０３６ ○ ０.１５５ × ０.０３１ ○ １２.２ ２９.５ ○ 政
越谷市千間台西 千間台第四公園 ０.０３４ ○ ０.６ ○ ０.１４９ × ０.０３９ ○ １２.８ ２８.５ ○ 政
戸 田 戸田翔陽高等学校 ０.００２ ○ ０.０３８ ○ ０.１５２ × ０.０４０ ○ １１.５ ２７.３ ○ 県
戸 田 市 中 町 市 所 有 地 ０.００２ ○ ０.０３８ ○ ０.４ ○ ０.１６７ × ０.０４４ ○ 市
入 間 富 士 見 公 園 ０.００１ ○ ０.０２７ ○ ０.１２５ × ０.０４１ ○ １０.４ ２４.２ ○ 県
和 光 第 四 小 学 校 ０.０３９ ○ ０.１２６ × ０.０４３ ○ １３.２ ２９.９ ○ 県
新 座 水道管理センター ０.００２ ○ ０.０３６ ○ ０.１２７ × ０.０３９ ○ １３.０ ２９.６ ○ 県
久 喜 久喜南中学校 ０.０３０ ○ ０.１３２ × ０.０３７ ○ １２.６ ２８.７ ○ 県
八 潮 市 水 道 部 ０.００３ ○ ０.０４０ ○ ０.１３２ × ０.０３９ ○ １２.２ ２９.３ ○ 県
富 士 見 市 役 所 ０.０２９ ○ ０.１３８ × ０.０３８ ○ １２.９ ２９.７ ○ 県
三 郷 早稲田小学校 ０.００２ ○ ０.０３９ ○ ０.１３０ × ０.０４１ ○ １４.３ ３０.４ ○ 県
蓮 田 市 所 有 地 ０.０３０ ○ ０.１５３ × ０.０４１ ○ １４.１ ３１.１ ○ 県
坂 戸 芦 山 公 園（０.００１） ０.０２２ ○ ０.１３９ × ０.０４０ ○ １２.７ ２９.０ ○ 県
幸 手 市 所 有 地 ０.００２ ○ ０.０２６ ○ ０.１３４ × ０.０４４ ○ １３.０ ３０.９ ○ 県
日 高 高麗川南公民館 ０.００４ ○ ０.０１９ ○ ０.１２９ × ０.０４１ ○ １１.０ ２５.６ ○ 県
毛 呂 山 きつつき公園 ０.０１６ ○ ０.１３２ × ０.０４０ ○ １２.０ ２７.６ ○ 県
小 川 小川高等学校 ０.０１６ ○ ０.１３６ × ０.０３９ ○ １１.３ ２５.３ ○ 県
皆 野 町 役 場 ０.０１４ ○ ０.１２９ × ０.０３５ ○ １２.６ ２９.０ ○ 県
東 秩 父 堂 平 山 ０.００２ ○ ０.００８ ○ ０.４ ○ ０.１２０ × ０.０３５ ○ ８.０ ２５.８ ○ 県
寄 居 寄 居 小 学 校 ０.００２ ○ ０.０１１ ○ ０.１２２ × ０.０４１ ○ １１.２ ２８.０ ○ 県
宮 代 日本工業大学 ０.０２８ ○ ０.１４１ × ０.０４０ ○ １４.１ ３１.７ ○ 県
（注）　（　）内は有効局ではないため、参考扱い
※　　○は環境基準達成、×は環境基準非達成
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（１１）各物質の年平均値の推移
　ア　二酸化硫黄濃度の推移

測定局 測定場所

二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 光化学
オキシダント

浮遊粒子状
物質 微小粒子状物質
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（ppm）※１ （ppm）※１ （ppm）※１ （ppm）※１ （mg/㎥） ※１ （μg/㎥）（μg/㎥） ※１
さいたま市曲本自排 国道１７号新大宮バイパス ０.０４３ ○ ０.０４２ ○ 政
さいたま市辻自排 東京外環自動車道 ０.０４２ ○ ０.０４５ ○ 政
さいたま市三橋自排 国道１７号新大宮バイパス ０.０４１ ○ ０.６ ○ ０.０３６ ○ １４.３ ３３.８ ○ 政
さいたま市大和田自排 県道さいたま菖蒲線 ０.０３４ ○ ０.０３７ ○ 政
さいたま市西原自排 東北縦貫自動車道 ０.０４０ ○ ０.０４５ ○ 政
川 越 市 仙 波 国 道 １ ６ 号 ０.０３８ ○ ０.５ ○ ０.０３６ ○ ９.０ ２２.３ ○ 政
熊谷肥塚自排 国道１７号熊谷バイパス ０.０３３ ○ ０.４ ○ ０.０３９ ○ １２.３ ２６.５ ○ 県
川 口 市 安 行 県道足立川口線 ０.０４２ ○ ０.０４７ ○ 政
川 口 市 神 根 東京外環自動車道 ０.０４２ ○ ０.５ ○ ０.０４９ ○ １２.０ ３１.７ ○ 政
所沢市航空公園 国 道 ４ ６ ３ 号 ０.０３０ ○ ０.０４２ ○ 政
所沢市和ヶ原 国道４６３号所沢入間バイパス ０.０３５ ○ ０.７ ○ ０.０３７ ○ １４.２ ３１.６ ○ 政
東松山岩鼻自排 国 道 ４ ０ ７ 号 ０.０２８ ○ ０.０４０ ○ １３.１ ２９.５ ○ 県
春日部増戸自排 国 道 １ ６ 号 ０.０４２ ○ （０.４） ０.０４８ ○ １４.３ ３４.７ ○ 県
鴻巣天神自排 国 道 １ ７ 号 ０.００２ ○ ０.０３２ ○ ０.０４ ○ １２.６ ２７.３ ○ 県
深谷原郷自排 国 道 １ ７ 号 ０.０２３ ○ ０.０３６ ○ １１.３ ２６.３ ○ 県
草加市花栗自排 国道４号草加バイパス ０.００４ ○ ０.０４３ ○ ０.０４３ ○ １１.３ ２７.３ ○ 市
草加市原町自排 東京外環自動車道 ０.０４１ ○ ０.０４９ ○ 市
戸田美女木自排 国道１７号新大宮バイパス ０.００２ ○ ０.０４５ ○ ０.７ ○ ０.０４２ ○ １２.９ ３０.４ ○ 県
戸 田 市 早 瀬 国道１７号新大宮バイパス ０.０４８ ○ ０.５ ○ ０.０４４ ○ 市
国設入間自排 国 道 １ ６ 号 ０.０３４ ○ ０.６ ○ ０.０４１ ○ １２.１ ２８.０ ○ 国
朝霞幸町自排 国 道 ２ ５ ４ 号 （０.０４０） （０.６） （０.０４５） （１４.５）（３０.９） 県
和光新倉自排 東京外環自動車道 ０.０３５ ○ ０.０３７ ○ １２.２ ２７.７ ○ 県
久喜本町自排 県道さいたま栗橋線 ０.０３８ ○ （０.４） ０.０４３ ○ １２.８ ２８.１ ○ 県
富士見下南畑自排 国 道 ４ ６ ３ 号 （０.０４１） （０.５） （０.０２４） （１２.２）（２０.０） 県
鶴 ケ 島 自 排 首都圏中央連絡自動車道 ０.０３０ ○ ０.０３８ ○ １２.０ ２８.３ ○ 県
川 島 自 排 首都圏中央連絡自動車道 ０.０３０ ○ ０.０４０ ○ １３.８ ３０.５ ○ 県
寄居桜沢自排 国 道 １ ４ ０ 号 ０.０１８ ○ ０.０３８ ○ １１.３ ２５.４ ○ 県

　イ　自動車排出ガス測定局

（注）　（　）内は有効局でないため参考扱い
※　　○は環境基準達成、×は環境基準非達成
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　イ　二酸化窒素濃度の推移

　ウ　一酸化炭素濃度の推移

　エ　浮遊粒子状物質濃度の推移
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　オ　光化学オキシダント濃度の推移

　カ　非メタン炭化水素濃度の推移

　キ　微小粒子状物質濃度の推移
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（１２）都道府県別光化学スモッグ注意報・警報発令日数の推移 （単位：日）

年
都府県 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

山 形 県 １
福 島 県 ３ １ １
茨 城 県 ６ １４ ２ ３ ５ ９ ２ ５ ３
栃 木 県 ７ １６ １１ ２ ４ ５ ２ ３ ６ ４
群 馬 県 ６ １２ １０ ４ ６ １０ ９ ２ １１ ３

埼 玉 県 １４ ２５ １７ ７ １３ １３ １６ １ １５ １０
千 葉 県 ３ １５ １１ ８ １４ １２ １５ ２ １５ ９
東 京 都 ７ ２０ ９ ４ １７ ９ １４ ５ ６ ９
神 奈 川 県 ４ １０ ５ ５ １６ ９ １０ ６ ８ ８
山 梨 県 ３ １１ ２ ２ ３ ６ １ １ １ ２

富 山 県 １
静 岡 県 ２ ３ １ １ ２ １ １ １ １
愛 知 県 ９ １ １ ２ １ １ １
三 重 県 ２ １ １ １
岐 阜 県 ３ １ １ １

滋 賀 県 ６ ４ １ ３ １ ２
京 都 府 ４ １１ １ ２ ３ １ ２ １ ２
大 阪 府 １３ １２ ４ ４ ７ ３ １１ ７ １ ５
兵 庫 県 ５ ２ １ ２ ２ ２ １ １ ２
奈 良 県 １ ２ １ １ ２ ３

和 歌 山 県 １
岡 山 県 ４ ９ ３ ５ ７ １ ９ ７ ８ １２
広 島 県 ６ ７ １ １ ３ ６ １ ３
山 口 県 １ １
香 川 県 １ １ １

愛 媛 県 ３ ３
福 岡 県 ２ １ １ ３
佐 賀 県 ２ １ １
長 崎 県 ２ １ １
熊 本 県 ２

大 分 県 ３
鹿 児 島 県 １

合 　 　 計 １２３ １８２ ８１ ５３ １０６ ８３ １０１ ４６ ８７ ８０
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（１３）都道府県別光化学スモッグ健康被害届出人数の推移 （単位：人）

年
都府県 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

福 島 県 ９５

茨 城 県 ３３
栃 木 県 １ １ ２６ １９
群 馬 県 ５８ ２
埼 玉 県 ７ ９

千 葉 県 １４ ６１ ２
東 京 都 １８ ２
神 奈 川 県 ５ ２６ １ ７５ １３
静 岡 県 ２１ ２
愛 知 県 ７３３ １２

大 阪 府 １ ６ ７
岡 山 県 ４ １０
広 島 県 ６ ２
山 口 県 ６
愛 媛 県 ８

福 岡 県 ３３ １３ ２７ ４
佐 賀 県 ４ ５
長 崎 県 １
熊 本 県 ２
大 分 県 １

鹿 児 島 県 ３

合 計 ９１０ １２８ ６９ ８０ ７８ ３３ ２ ４６ ２０ １３

（１４）有害大気汚染物質及びダイオキシン類（大気）の環境基準

物質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン ダイオキシン類
（大気）

環境上の
条　　件

1年平均値が
０.００３mg/㎥以下で
あること

１年平均値が
０.１３mg/㎥以下で
あること

１年平均値が
０.２mg/㎥以下で
あること

１年平均値が
０.１５mg/㎥以下で
あること

１年平均値が
０.６pg－TEQ/㎥
以下であること

告　示
年月日 平成９年２月４日 平成１３年４月２０日 平成１１年１２月２７日

（１５）有害大気汚染物質及びダイオキシン類（大気）の環境基準達成状況（平成３０年度）

測定地点数 達成地点数 達成率（％）
ベ ン ゼ ン ２４ ２４ １００
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン １９ １９ １００
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン １９ １９ １００
ジ ク ロ ロ メ タ ン １９ １９ １００
ダ イ オ キ シ ン 類 ２２ ２２ １００
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（１６）有害大気汚染物質モニタリング結果（平成30年度）

（１７）地球環境モニタリング調査結果

CFC 　　　　　　CFC 　　　　　　CFC 　　　　　　 トリクロロエタン　　　　　　四塩化炭素 
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測定物質名 環境基準 単位 調査結果 地点数
ベンゼン ３以下

μg/㎥

０.８４～２.５　 ２４
トリクロロエチレン ２００以下 ０.６７～３.５　 １９
テトラクロロエチレン ２００以下 ０.０６７～１.１　　 １９
ジクロロメタン １５０以下 ２.０～６.４ １９
アクリロニトリル － ０.０３４～０.１０　 １９
塩化ビニルモノマー － ０.０１６～０.０４８ １９
クロロホルム － ０.１６～０.４１ １９
１,２-ジクロロエタン － ０.１１～０.１８ １９
１,３-ブタジエン － ０.０５８～０.１５　 ２４
塩化メチル － １.３～２.０ １９
キシレン類 － １.８～４.２ ２１
トルエン － １１～４０ ２４
アセトアルデヒド － １.６～５.４ ２１
ホルムアルデヒド － ２.５～６.９ ２１
酸化エチレン － ０.０７６～０.１２　 １６
ベンゾ［a］ピレン －

ng/㎥

０.１１～０.４０ ２２
クロム及びその化合物 － ０.９８～１８　　 １８
水銀及びその化合物 － １.６～２.４ １４
ニッケル化合物 － １.１～４.４ １８
ヒ素及びその化合物 － ０.３１～１.１　 １８
ベリリウム及びその化合物 － ０.００５～０.０８３ １８
マンガン及びその化合物 － ８.４～３２　 １８
亜鉛及びその化合物 － 　２６～１１０ １２
バナジウム及びその化合物 － ２.３～５.５ １２
カドミウム及びその化合物 － ０.１５～０.２７ １２
鉛及びその化合物 － ２.７～１６　 １２
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（１８）フロン排出抑制法・自動車リサイクル法の登録業者数

（１９）フロン回収量実績
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（H３１.３.３１現在）

（単位：トン）

事業所数 事業者数
フロン排出抑制法 第一種フロン充填回収業者 ２,９０４ ２,７６２

自動車リサイクル法
引取業者 １,２６１

１,５６０
７３１

９８３
フロン類回収業者 ２９９ ２５２

※　自動車リサイクル法については、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く

※　フロン排出抑制法における「廃棄」とは機器を廃棄又は部品リサイクルの際に回収したフロン、「整備」とは機器を整
備（修理）の際に回収したフロン

※　自動車リサイクル法によるフロン回収量は公益財団法人自動車リサイクル促進センターの公表値を基に算出
※　フロン排出抑制法の充填量は、法改正により平成２７年度から集計

年度

フロン排出抑制法
（業務用冷凍空調機器）

自動車リサイクル法
（カーエアコン）

回収量
総計回収量 充填量

県
市

合計
廃棄 整備 合計 設置 設置以外 合計 さいた

ま市 川越市 川口市 越谷市

２６ １５０.７ ５３.９ ２０４.５ １９.９ ７.０ ８.６ ― ― ３５.５ ２４０.０
２７ １６０.９ ５２.６ ２１３.５ ６７.０ １２１.１ １８８.１ １５.９ ６.８ ８.２ ― ３.０ ３３.９ ２４７.４
２８ １７７.５ ５７.３ ２３４.８ ６５.４ １５３.８ ２１９.２ １５.４ ６.５ ７.９ ― ３.４ ３３.２ ２６８.０
２９ ２００.３ ５５.６ ２５５.８ ７３.７ １３６.１ ２０９.９ １５.２ ６.５ ７.４ ― ３.１ ３２.２ ２８８.０
３０ １９２.４ ５７.５ ２４９.９ ８４.４ １４２.０ ２２６.４ １４.２ ５.９ ７.９ ０.２ ３.１ ３１.３ ２８１.２


